
□ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２　大分県税条例で定められている特定非営利活動法人でなくなった日

　　　　　　　　R5年　　4月　5日

　　　　　　　　　年　　　月　　　日

□ 指定を辞退すること。

□ 主たる事務所が市外に移転したこと。

移転した日

　認定ＮＰＯ法人になったため

■ 　地方税法第３７条の２第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人と

して大分県税条例で定められている特定非営利活動法人でなくなったこと。

１　理由

記事項について届け出ます。

寄 附 金 が 控 除
　　R3年　1月　1日　から　R8年　6月　30日まで

対 象 と な る 期 間

　別府市指定特定非営利活動法人の指定の手続等に関する要綱第９条第１項の規定により、下

（フリガナ） トクテイヒエイリカツドウホウジン　○○○○

法 人 の 名 称 特定非営利活動法人　○○○○

（フリガナ） ベップ　イチロウ

代 表 者 の 氏 名 別府　市郎

様式第６号（第９条関係）

指定特定非営利活動法人指定辞退等届出書

　　　　年　　月　　日 主 た る 事 務 所 の
〒874-0905

別府市上野口町１番

所 在 地
　　　　　　　　電　話（0977）21　－1111

別府市長　あて
　　　　　　　　ＦＡＸ（0977）12　－3456


